
　

私
が
市
長
に
選
出
さ
れ
て
、
早
７
年
半

が
経
過
し
ま
し
た
。
こ
の
７
年
半
の
あ
い

だ
に
何
を
実
施
し
て
き
た
の
か
、
自
分
な

り
に
分
析
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
評

価
は
皆
様
に
委ゆ

だ

ね
ま
す
。

①
税
収
が
最
低
レ
ベ
ル
の
と
き
で
も
市
政

運
営
が
で
き
る
財
政
構
造
を
確
立

　

私
の
市
長
就
任
直
後
に
リ
ー
マ
ン
シ
ョ

ッ
ク
が
発
生
し
、
平
成
21
〜
25
年
度
ま
で

は
、
税
収
が
200
億
円
規
模
か
ら
160
億
円
規

模
に
激
減
し
ま
し
た
。
市
民
の
皆
様
の
ご

理
解
、
ご
協
力
を
得
る
な
か
で
25
年
度
の

決
算
で
は
、
貯
金
を
崩
し
た
り
、
借
金
を

増
や
す
こ
と
な
く
、
単
年
度
２
億
円
の
黒

字
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
は
、
今
後
の
碧
南
市
政
に
と
っ
て
大
き

な
自
信
と
な
る
こ
と
で
す
。

②
市
職
員
の
意
識
改
革

　

私
は
市
長
に
就
任
以
来
、
市
職
員
に
対

し
て
「
市
政
の
目
的
は
、
限
ら
れ
た
財
源

の
な
か
で
、
市
民
満
足
度
（
Ｃ
Ｓ
）
と
費

用
対
効
果
（
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）

を
最
大
化
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
訴
え
続

け
る
と
と
も
に
、
各
種
職
員
研
修
を
実
施

し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
年
１
回
実

施
し
て
い
る
「
市
政
ア
ン
ケ
ー
ト
」
で
の

市
職
員
の
対
応
満
足
度
は
上
昇
し
、
毎
年

実
施
し
て
い
る
改
善
提
案
数
も
コ
ン
ス
タ

ン
ト
に
年
間
600
件
程
度
（
以
前
は
年
間
50

件
程
度
）
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

③
安
心
安
全
施
策
を
前
進

　

近
い
将
来
、
大
地
震
発
生
が
予
想
さ
れ

る
な
か
、
新
川
小
、
鷲
塚
小
、
南
中
の
各

校
舎
の
改
築
、
中
田
川
ポ
ン
プ
場
・
蜆
川

ポ
ン
プ
場
の
建
設
な
ど
、
大
型
事
業
も
着

実
に
実
施
で
き
ま
し
た
。

④
将
来
に
対
す
る
投
資
を
実
施

　

将
来
の
税
収
増
、
人
口
増
に
向
け
て
、

緑
地
面
積
率
の
緩
和
、
衣
浦
港
２
号
地
工

業
用
地
造
成
、
衣
浦
港
港
湾
計
画
の
改
訂
、

産
業
道
路
４
車
線
化
の
着
実
な
前
進
な
ど

を
実
施
で
き
ま
し
た
。

⑤
市
の
活
性
化
を
前
進

　

各
種
全
国
大
会
や
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、

ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
制
度
の
ブ
レ
イ
ク
、

対
人
口
比
で
全
国
有
数
の
観
覧
者
数
を
誇

る
藤
井
達
吉
現
代
美
術
館
、
年
間
100
万
人

以
上
が
利
用
す
る
あ
お
い
パ
ー
ク
や
明
石

公
園
な
ど
の
活
性
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

⑥
特
色
の
あ
る
施
策
を
多
く
実
施

　

第
３
子
以
降
の
保
育
料
・
幼
稚
園
使
用

料
の
無
料
、
く
る
く
る
バ
ス
の
無
料
運
行
、

高
齢
者
や
障
害
者
に
対
す
る
24
枚
の
無
料

入
浴
券
配
布
、
新
築
住
宅
建
設
等
促
進
補

助
金
、
市
民
病
院
・
海
浜
水
族
館
・
芸
術

文
化
ホ
ー
ル
・
哲
学
た
い
け
ん
村
無
我
苑

の
運
営
な
ど
は
碧
南
市
の
特
徴
あ
る
施
策

で
す
が
、
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
「
標
準
化
」

を
進
め
る
な
か
で
も
、
よ
り
充
実
し
た
か

た
ち
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ね
ぎ
た
市
政
１
期
目
、

　
　
　

２
期
目
に
実
施
し
た
こ
と

C
・
S
コ
ラ
ム

　市内にある空き建築物の所有者の皆さんに、空家
等状況調査票を郵送しました。12月22日㈫までに同
封の返信用封筒に調査票を入れてご返送ください。
なお、空き建築物を市内に所有している人で、調査
票が届いていない場合は建築課建築行政係までご連
絡ください。
　今後の空家等対策施策検討の基礎資料とするため、
現在の状況や将来の利活用に関する意向を伺います。
ご意見、ご要望をお寄せください。

空き家の管理は適切に
　空き家は、登記名義人や相続人、管理者などの所
有者の財産です。適切な管理に努めることは、所有
者などの責務として定められています。管理せずに
放置し、老朽化が進むと建築材の落下や倒壊によっ
て危害が及んだり、不特定者の侵入による犯罪や火
災のおそれがでてきます。
　事故が発生し、他人に被害を与えてしまった場合
は、所有者へ損害賠償を求められる場合があります。
また、雑草や雑木を手入れしないと、害虫・害獣の
住みかとなることがあります。
　現在のお住まいの住宅以外に所有している住宅が
ある人、入院などで自宅を長期不在にしている親族
を知っている人などは、空き家となっている建物の
状況をご確認いただき、必要に応じて専門業者に相
談するなど、適正な管理に努めてください。 
長期間住宅を空ける場合は
・近所や町内会などに連絡先を伝えておきましょう。 
・定期的に様子を見るようにして、戸締りに注意し
　たり、家屋やブロック塀などの破損がないか点検
　しましょう。
・自身での管理が困難な場合は、業者や知り合いの
　人などに管理を依頼しましょう。

空き家などの状況調査
を実施しています

問合せ　建築課建築行政係
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